
Ⅶ、入居差別への取組み
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(ウ) 研修会、講演会等の開催に当たっては、ホームページや広報誌などの広報媒体を
活用し、広く周知に努めるものとする。

(エ) 宅地建物取引業界団体に加盟していない宅地建物取引業者に対する研修会の開催
に努めるものとし、その参加について指導していくこととする。

イ 宅地建物取引業人権推進員制度の推進
宅地建物取引業者が、同和問題・人権問題に対する理解と認識を深め、自ら主体的に

その解決に向けた取り組みを推進することを目的とする「宅地建物取引業人権推進員制
度」の推進に努め、従業者の人権意識の向上を図ることとする。

ウ 人権問題の解決につながる業界団体の自主的な活動を支援することとする。
エ 関係機関、業界団体と連携を保ちながら、効果的な啓発のために内容、手法等につい
ての研究・調査を強化する。

(2) 府民への理解と協力の要請
府のホームページや広報誌等の媒体の活用により、府民に対し、宅地建物取引に関し

て生じる人権問題の解決に向けて理解と協力を求めるとともに、業界団体の広報媒体の活
用についても密接な連携を保つよう要請していくこととする。

(3) 差別事象への対応
ア 宅地建物取引業者の宅地建物取引に関して差別事象が生じたときは、速やかに必要な
資料収集や関係者よりの事情の聴取に努めることとする。

イ 差別事象を根絶するための啓発、指導の充実に資するために、関係機関、業界団体と
の連携体制、情報提供体制を強化することとする。

(4) 国及び市町村への要請
ア 国への要請

宅地建物取引業者における差別事象について、その実態の情報提供を行い、その対策
に関する要請に努めることとする。

イ 市町村への要請
宅地建物取引業者が受講できる人権研修の開催日程等の情報提供に関する要請に努め

ることとする。

３ 宅地建物取引業者における人権問題の遵守事項について
人権問題の解決に向けて、宅地建物取引業者は次に掲げる事項を遵守すること。

(1) 業界団体の責務
ア 人権意識の高揚と啓発

(ア) 研修の実施
業界団体は、その構成員に対し、人権意識の高揚と普及を図るため、府や関係

機関と連携しながら研修の実施に努めることとする。
(イ) 広報の実施

業界団体は、各団体で保有するホームページや機関紙などの広報媒体を活用し
て、人権啓発に努めるとともに、研修の開催などの周知に努めるものとする。

(ウ) 宅地建物取引業人権推進員制度の推進
業界団体は、宅地建物取引業界全体の人権意識の向上を図る宅地建物取引業人

権推進員制度の推進に、府と協力し、努めるものとする。

大阪府宅地建物取引業における人権問題に関する指針（平成29年4月改定）

人権は、私たち一人ひとりにとってかけがえのないものであり、誰もが生まれながらにして
持っている「人間として幸せに生きていくための権利」である。
しかしながら、戦後の我が国の社会、経済、文化のめざましい進展にもかかわらず、同和問

題をはじめ外国人、女性、高齢者、障がい者、子どもなどの人権に関わる問題が存在してい
る。さらに国際化や情報化、科学技術の発展など社会情勢の変動によって、プライバシーの侵
害などの新たな人権問題も生じている。
現に、予断と偏見に基づく差別は根強く残っており、宅地建物取引の場において、物件が同

和地区（「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」第２条第１号に規定され
た地域）かどうか、同和地区を校区に含むかどうか等の調査及び価格面における差別的扱い
や、在日外国人や高齢者等に対する民間賃貸住宅への入居機会の制約などの形で問題化してい
る。
差別があることは、人間としての市民的権利と自由が完全に保障されていないことであり、

これをなくし、すべての人の人権が尊重される社会の実現を目指すことは、基本的かつ緊急の
課題である。同和問題をはじめとするさまざまな人権問題（以下「人権問題」という。）の解
決の推進は、国民的課題であるとの認識の下、関係者はその保有する機能を十分に発揮してこ
れに取組む必要がある。

１ 宅地建物取引業における人権問題

(1) 宅地建物取引業者は府民のニーズに合わせて、良好な住宅、ビル、宅地等を提供し、そ
の業務の適正な運営と取引の公正とを確保しなければならない社会的責務を負っている。
とりわけ、通常の商品、サービスに比較して極めて高額な財産である不動産を取扱う者と
して、消費者から高い信頼を得ることが要求されている。

(2) 一方、宅地建物取引の場において、人権問題が生じている。このことは、府及び宅地建
物取引業界団体が関係機関の協力によって実施した「宅地建物取引業に関する人権問題実
態調査」によっても示されている。
このような、人権問題を未解決のまま放置することは許されないものであり、社会の進

展に伴い、いつかは解消するであろうという消極的な姿勢では効果を期待することはでき
ない。宅地建物取引の場における人権問題の解決を図るため、府及び業界は、それぞれの
機能分担を明確にし、人権意識の高揚と普及に務めることとする。

２ 人権問題の解決に向けて
(府の責務)

府は、宅地建物取引業者の人権意識の高揚を図るため、関係機関、業界団体と連携し、協
力しながら、次に掲げる事項を積極的に推進する。

(1) 宅地建物取引業界団体及び宅地建物取引業者に対して
ア 啓発推進体制の確立

(ア) 人権問題の解決を図るため、府及び業界団体が実施する研修会、講演会等あらゆ
る機会を通じて、人権問題の啓発を推進する。

(イ) 研修会、講演会等の開催については、府及び業界団体の役割分担を明確化すると
ともに、対象者の問題意識に結びついた研修内容・計画・カリキュラム等の検討を行
う。また、業界に対して、人権問題の指導者の養成に努めるよう強く指導していくこ
ととする。
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イ 「不動産に関する人権問題連絡会」の機能強化
業界団体で構成する「不動産に関する人権問題連絡会」は、人権問題について、自主

的・主体的に取り組んでいくことに努めるものとする。
ウ 自主行動基準の運用

業界団体は、大阪府消費者保護条例に基づき自主行動基準を策定した場合には、適正
な運用に努めるものとする。

エ 差別事象への対応
(ア) 大阪府住宅まちづくり部へ報告

業界団体は、差別事象を知り得たときは、速やかに大阪府住宅まちづくり部へ報
告することとする。

(イ) 差別事象を起こした宅建業者に対する調査・事実確認及び指導
業界団体は、差別事象を起こした宅建業者に対して、大阪府と連携し、調査・事

実確認を行うとともに、人権啓発に努めるものとする。

(2) 宅地建物取引業者の責務
ア 信頼性の確保

宅地建物取引業者は、その取引行為において、より高度な社会的信頼性を要求され
ていることを自覚し、人権問題への啓発体制を確立し、人権意識の高揚に努めること
とする。

イ 取引物件の調査等
宅地建物取引業者は、取引物件の所在地が同和地区であるかないか、または同和地

区を校区に含むかどうかなどについて、調査及び報告並びに教示をしないこととす
る。

また、差別につながる不当な広告表示はしないこととする。
ウ 入居機会の確保

宅地建物取引業者は、国籍、障がい、高齢等の理由により、入居の機会を制約し、
これを助長する差別的行為をしないこととする。また、その関係する家主等に対し

て、
人権問題について理解を求めるよう努力することとする。

エ 自主行動基準の遵守
所属する団体が自主行動基準を定めている場合は、その基準を遵守することとす

る。
オ 消費者に対する理解の要請

消費者から、人権問題に関する質問等があったときは、その消費者に対して、人権
問題について理解を求めるよう努力することとする。

カ 従業員への指導、研修
従業員（正社員や契約社員など）に対し、人権問題に関する指導に努めるものとす

る。また、人権意識の高揚を図るため、研修会等への参加機会を設けるよう努めるこ
ととする。

キ 標準的な入居申込書の使用
人権に配慮した本籍地や国籍欄のない標準的な入居申込書の使用に努めることとす

る。
ク 差別事象への対応

差別事象を知り得たときは、速やかに大阪府住宅まちづくり部及び所属する団体へ
報告することとする。

大阪府の宅地建物取引業法に基づく指導監督基準（抜粋）
（平成23年１月１日施行）

第２章 業者への監督処分及び指導等
・・・略・・・
（宅地建物取引業の運営に関し適正を欠く行為に対する指導等）
第９ 知事は、業者が宅地建物取引業に関し次に掲げる行為をした
場合は、必要な指導等を行うことがある。
(1) 取引の対象となる物件が同和地区（大阪府部落差別事象に係
る調査等の規制等に関する条例第２条第１号の規定による。）
に所在するか否かについて調査すること又は取引関係者に教示
すること。

(2) 賃貸住宅の入居申込者が外国人、障がい者、高齢者又は母子
（父子）家庭であるという理由（以下「特定理由」という。）
だけで、特定理由該当者からの入居申込みを拒否すること。

・・・略・・・

宅地建物取引業法第47条と同和地区に関する告知

次の議事録(抜粋)のとおり、平成22年5月18日に開催された衆
議院国土交通委員会において、「取引相手から同和地区の存在につ
いて質問を受けた場合、回答しなくても宅地建物取引業法第４７条
に抵触しない。」という解釈が示されています。

＜衆議院ホームページ国土交通委員会の会議録議事情報「第174回平成22年5月18
日第20号」掲載の国土交通大臣答弁から抜粋＞

○前原国務大臣
・・・・・・・・
取引相手から同和地区の存在について質問を受けた場合、回答しなければ宅建業
法四十七条に抵触するかとの問い合わせがあるかどうかということも聞いており
ます。これは、答えを言いますと、抵触するかというのは、抵触しないわけです。
そんなことは答えなくていいというのが宅建業法の四十七条であります・・・



Ⅷ、居住支援法人について



○入居の実績のある対象者としては、「高齢者」が83.1％、「生活保護受給者」が77.8％、「低額所得者」が72.8％である。
○得意とする対象者としては、「高齢者」が38.7％、「生活保護受給者」が11.9％、「精神障害者」8.6％である。

○入居支援の対象者と実績及び最も得意とする対象者（全国）※フェースシート調査（実施期間：令和２年７月19日～８月31日）

出典：令和２年度居住支援活動等の普及・促進に
関する調査・検討業務報告書（国土交通省）

居住支援法人について
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○大阪府では、「低額所得者」「高齢者」「障害者」「子育て世帯」
「外国人」ともに、１万世帯（人）当たり法人が全国よりも多い。

○住宅確保要配慮者と属性別法人数（全国）

出典：令和２年度居住支援活動等の普及・促進に関する調査・検討業務報告書（国土交通省）

※フェースシート調査（実施期間：令和２年７月19日～８月31日）
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府指定の居住支援法人一覧（R3.1末時点）
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府指定の居住支援法人一覧（R3.1末時点）
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